
令和８年５月 

国 税 庁 

「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及

び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項

及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並

びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国

税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件（国

税庁告示第 18 号）」の概要 

１ 法人税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年財務省令第

39 号）の施行に伴い、国税関係法令に係る情報通信技術を活用し

た行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第

三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税

法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規

則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五

条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定め

る件の別表の一部を改正するものである。

２ この告示は、公布の日から適用する。 

３ 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の

四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則

第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三

条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の

規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の



 

規定は、法人（人格のない社団等を含む。以下同じ。）の令和八年

四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る申

告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対

する法人税に係る申告については、なお従前の例による。 


